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【令和５年度　入会申込受付期間】

令和４年１０月１７日（月）～令和４年１１月４日（金）

 

上記、申込受付期間以外は、入会を希望する放課後児童クラブまたは生涯学習課で申込を受付ます。
審査に２週間ほど時間を要するため、すぐの入会はできかねますので、ご了承ください。
夏休み期間のみの入会については、期間前に別途募集する予定です。　
ご不明な点がございましたら、生涯学習課へお問い合わせください。

【入会申込方法】
　　受付期間内は、原則、電子申請でお申込みください。　
    彦根市電子申請サービスのページは右記のQRコードからアクセスしていただけます。

    【URL：https://s-kantan.jp/city-hikone-u/ または🔎彦根市電子申請サービスで検索できます。】

　  電子申請が困難な場合は、入会を希望する放課後児童クラブへお申込みください。

　　　　　　　　　　　  なお、入会のしおりや就労証明書等の必要書類は、生涯学習課のホームページ
                        にも掲載 していますので、必要に応じてダウンロードしてください。生涯学習課の
                        ホームページは左記のQRコードからアクセスしていただけます。

                        または🔎彦根市放課後児童クラブ申請書で検索してください。



１．放課後児童クラブとは

２．対象

※令和５年度申込の方は４月１日からの入会となります。
※新１年生の入会も４月１日からとなります。
※令和４年度申込の方は、３月３１日までの入会となります。

３．入会基準

●就労…家庭内外で就労している場合（日常の家事を除く。）

●出産…出産の場合（産前２カ月の属する月初めから産後４カ月の属する月末までの期間）

●病気…疾病または負傷した場合もしくは心身に障害がある場合

●介護…親族を常時看護または介護している場合

●災害…震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている場合

※

※

※

※

※

４．開室時間
   　平日（学校の授業日）　     　：　学校の放課後から午後６時３０分まで（指導員は午後１時からおります。）

土曜日　　　　　　　
学校の振替休業日

 　  春・夏・冬の長期休み春・夏・冬の長期休業

　 ※ 午後６時３０分で閉室します。お迎えは時間厳守でお願いします。

５．休室日 （カレンダーを参照してください。）

（１）   日曜日、祝日および年末年始（１２月２９日～１月３日）

（２）   災害・感染症等の学校の臨時休業日

（３）   午前７時の時点で暴風を含む警報または特別警報が発表されている場合

（４）   その他、休室を必要とする日

午前７時４５分から午後６時３０分まで

平日（学校の課業日）

放課後児童クラブ負担金に未納がある場合は(兄弟姉妹含む。）原則入会できません。

　保護者等が就労やその他の事情により昼間家庭にいない小学校に就学する児童を対象に、遊びと生活の
場を提供して、児童の心身の健全な育成を図ることを目的としています。

　通学する小学校の児童。ただし、定員を超えた場合は低学年を優先としますのでご協力ください。

　児童の保護者および６０歳未満の同居の祖父母（敷地内別居含む。）が次のいずれかの状態にあり、昼間
児童を保育できない場合に入会することができます。

年度途中での入会希望の方は、生涯学習課にて随時入会申込を受け付けています。
定員を超えている場合は、待機となることがありますのでご了承ください。

求職中の方は、就労先が決まってからのお申込みになります。空き状況、入会に関することなど詳細
は生涯学習課までお問い合わせください。

「社会生活を身につけさせるため」「子どもに手がかかるから」「遊び場所がないから」「友達が行ってい
るから」といった理由での入会はできません。

当施設は、児童を一時的にお預かりする施設であり、介護・養護等の施設ではありませんので、ご理解
およびご了承ください。

学校の放課後から午後６時３０分まで
（指導員は午後１時から放課後児童クラブ室にいます。）
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６．負担金

通常月（８月を除く。）

土曜日を利用される場合

※

※

※

※

※

退会希望者は、最終利用月の末日までに退会届を提出してください。途中入会または途中退会した
場合など、利用日数にかかわらず月額および期間での負担金が必要となります。

通常月に土曜日を利用した場合、6,000円+2,000円で8,000円となります。同月内であれば、土曜日の
利用日数に関係なく2,000円の負担金が必要です。

通年利用児童の場合、年度内の学年始・冬休み・学年末の負担金は月額に含まれます。

月初めや利用期間開始日以降に在籍されている場合、利用の有無にかかわず月額
および期間での負担金が必要となり、利用日数に応じた割引制度はありません。

生活保護受給の場合

１/２に減額 なし

　　　　　〃　　

上記負担金の他に、各放課後児童クラブにおいて学級費として、おやつ・教材の購入のため実費費
用を毎月集金しています。

きょうだいでの利用、ひとり親家庭・生活保護受給の場合につきましては、下記のとおり減免となる制
度があります。ただし、きょうだい減免の適用は同じ期間利用される場合に限ります。（例えば、兄が
夏休み期間のみ利用、妹が通年利用の場合は減免にはなりません。）減免を希望される場合は、
別途申請書と添付書類の提出が必要です。

生活保護受給者証明書

　児童扶養手当証書の写し 　もしくは
　福祉医療費受給券（母子・父子家庭対象のもの）
　 の児童と父または母の写し
《上記書類がない方》
　戸籍謄本の写し（ひとり親世帯である内容
　で発行から６カ月以内のもの）など年長児

１/４に減額

《 放課後児童クラブ減免一覧 》

きょうだいで利用する場合

必要書類

１/２に減額

全額

１/２に減額

年少児

ひとり親家庭（きょうだい無し）

ひとり親家庭で兄弟姉妹で利用する場合

年少児

減免率減免理由

月額 6,000円 （別途、学級費が必要です。）

月額 2,000円 （土曜日のみの利用はできません。）

各期間 3,000円 （　　　 　 　　 〃　　　  　 　　 ）

（　　　 　 　　 〃　　　  　 　　 ）夏休み 期間 10,000円

学年始・冬休み・学年末

　用紙は彦根市内の各金融機関窓口に置いてあります。口座振替の手続きがされない場合、毎月１０日
過ぎに納付書を送付します。

放課後児童クラブを運営するにあたり、支障を及ぼす場合や負担金を滞納された場合は、やむ
を得ず入会登録抹消（退会）の措置をとらせていただくことになりますのでご了承ください。

　減免申請の内容に変更がある場合は、速やかに生涯学習課までご連絡ください。
　減免対象でなくなった後も減免をうけていた場合、さかのぼって負担金が必要となります。

口座振替の手続きについて 　（入会決定通知書が届いてから手続きをお願いします。）

　負担金の納付期限は毎月末日（１２月分は１２月２８日）です。納付方法は原則口座振替とし、当月末
に自動振替をします。末日が金融機関の休日に当たる場合は、翌月最初の営業日が振替日となりま
す。手続きは「彦根市口座振替依頼書」に必要事項を記入し、各金融機関の窓口に提出してください。
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７．登室・帰宅方法　

※利用方法

※お休みの連絡

※持ち物

○　おやつ

○　弁当

○　水筒

○　学習用具

９．保険加入について

　保護者の迎えが原則です。(午後６時３０分までとなりますので、本市ファミリー・サポート・センター事業

[ https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kodomo_mirai/3/fami_supp_cent/ または🔎彦根市ファミリーサ

ポートセンターで検索できます。] 等をご活用いただくなどし、時間を厳守してください。)

各自で持参してください。（実施クラブののみ）

　なお、急きょお休みされる場合も、必ず各クラブまでご連絡ください。

８．土曜日利用について

  入会児童の安全確保に努めていますが、万一の事故やけがに備えて、入会時に「スポーツ安全保険
（A1区分）」に加入しています。掛金（1人あたり年間800円）につきましては、令和5年4月1日以降に入会申
込される場合は、掛金は保護者負担となり、申込されるクラブに保険料をお支払いいただくことになりま
す。令和5年3月31日までの入会申込は、掛金の徴収はありません。

　一日開室時(土曜日、学校の振替休業日など)も保護者の送迎が原則です。クラブ室の入り口まで必ず
付き添ってください。
　子ども一人だけでの登室、帰宅は認めていません。

　土曜日利用を申込みされていて、都合でお休みされる場合は、各クラブの指導員にお知らせください。利
用児童がいない場合や利用児童がいない時間帯は、閉室します。

　月単位で申込みできます。保護者の送迎が原則です。
　土曜日の利用は、土曜日も保育を必要とする方が対象となります。土曜日のみの利用はできません。

　土曜日利用を希望の方は、「土曜利用申込書」を記入し、各クラブまたは生涯学習課まで提出をお願い
します。なお、利用申込後、翌月から利用されない場合は、利用停止届を最終土曜利用月の末日までに、
各クラブまたは生涯学習課まで提出してください。月初めに土曜利用を申込みされている場合、利用の有
無にかかわらず土曜日利用負担金が必要となります。

学習時間を設けますので、ドリル等を持たせてください。

午後も利用される場合は持参してください。

各自で用意してください。
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１０．入会方法

☆入会を希望される場合は、下記の書類の提出が必要です。

≪① 入会申込書≫

　 ただし、祝日法などの改正等により一部変更になる場合がありますのでご了承ください。

　新１年生は、令和５年４月１日からの入会となります。

保護者および６０歳未満の同居の祖父母分が必要です。

→ 就労証明書（指定用紙）

※　入会希望日時点の状況を記入してください。

→ 母子手帳の写し（表紙および分娩(予定)日のページをコピーしてください。）

→ 診断書（治療期間を明記したもの）、身体障害者手帳または療育手帳の写しなど

→ 介護または看護を必要とされる方の診断書、身体障害者手帳または療育手帳の写し

※ 世帯構成、住所、保護者、勤務先等が変更になった場合は、ただちに変更届を提出してください。

※ 入会後に、上記の保育に欠ける状態に該当しなくなった場合は、退会していただきます。

※ その他、ご不明な点がありましたら、生涯学習課までお問い合わせください。

まで

まで

まで

令和6年1月6日

令和5年度　夏休み期間限定　　※

まで令和5年度　冬休み期間限定　　※

と通年を合わせて申込の場合

から

令和6年3月31日

令和5年12月24日

から

から

令和5年8月27日

から 令和6年3月31日令和5年3月25日

令和5年7月21日

令和5年4月1日 から

エ．親族を常時介護または看護している場合

ウ．疾病または負傷した場合。もしくは心身に障害がある場合

≪②昼間保育ができないことを証明する書類≫

イ．妊娠中または出産後間が無い場合（産前２カ月の属する月初めから産後４カ月の属する月末までの期間）

ア．就労している場合

　記入見本(６･７ページ)を参考に必要事項をご記入ください。
　 特に緊急連絡先は必ず記入願います。

から

　 入会申込書の入会希望期間の欄の該当番号に〇をしてください。入会期間は下記のとおりです。

令和5年4月8日 まで

令和5年3月31日

令和5年度　（学年始）春休み期間限定

令和5年1月7日 まで

令和5年3月25日

令和4年12月24日 から

令和5年4月1日

まで

入会希望期間

令和4年度　冬休み期間限定

令和4年度　（学年末）春休み期間限定

令和5年度　通年

令和4年度　（学年末）春休み期間限定

-4-



１１．入会審査について

番
号

外勤
および
自営

(中心者)

自営
(協力者)
および
内職

10 9

8 7

9 8

7 6

2 出産（産前２カ月から産後４カ月）

入院 保護者の入院により児童の監護に当たれない場合

常時病臥

一般療養

(注) ※１ 父・母のうち点数の低い方を採用します。　

※２

※３ 就労時間が同じ場合、ひとり親家庭が優先されます。

※４ 就労証明書等の証明書類が未提出の場合は入会できません。

※５

※６ 土曜日の利用者は、土曜日も保育を必要とする方が対象となります。

※７ 証明書類の内容について、事業所等に照会する場合があります。

 　提出いただきました書類（就労証明書等）で入会の要否を決定します。なお、定員を超えた申込みがある
場合、入会できない場合（待機）がありますのでご了承ください。

 　審査基準は下記のとおりです。

1 就労

外勤（常勤・パート・派遣・アルバイト）、
自営（事業中心者およびその協力者）、内職等

週５日以上かつ開室時間内※２　に４時間（長期休業期間中は６時間）以上の就労が常態

週５日以上かつ開室時間内に４時間（長期休業期間中は６時間）未満の就労が常態

週３日以上かつ開室時間内に４時間（長期休業期間中は６時間）以上の就労が常態

保護者等の状況
入会基準指数

類型 細    目

《令和5年度　彦根市放課後児童クラブ入会基準表》

3
傷病・
心身障害

10

居宅内
10

8

身体障害者等級１級、２級、重度・中度知的障害者 10

身体障害者等級３級、軽度知的障害者 8

身体障害者等級４級 6

前各号に掲げるもののほか、保育に欠けると認められる場合 6

4
介護

(看護）

同居の家族で重度心身障害者、寝たきり老人等の介護 8

上記以外の場合

開室時間は、平日 学校の放課後～午後６時３０分、土曜日・振替休業日・長期休業期間（学年始・夏・
冬・学年末）午前７時４５分～午後６時３０分です。

待機のあるクラブにおいて定員に空きが生じた時は、その時点における審査基準で必要度の高い方
から随時入会していただきます。

6

6 その他
学年による加点があります。

放課後児童クラブ負担金が完納されていない場合、原則入会できません。

5 特　例

火災などにより家屋の損壊、その他災害復旧のために保育に欠ける場合 10

就学（週５日以上） 10

両親不在家庭・ひとり親家庭の場合（加点）※３ 2

出産 9

週３日以上かつ開室時間内に４時間（長期休業期間中は６時間）未満の就労が常態

その他、上記以外で勤務の状況から保育に欠けると認められる場合 6
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様式第1号（第6条関係）

彦根市教育委員会　様

裏面の諸事項に承諾の上、彦根市放課後

4 月 ～ 月 ）

0 7 4 9 ― 2 2 ― 1 2 3 4

0 7 4 9 ― 1 1 ― 1 1 1 1

加配指導員の配置人数の参考としますので、該当される場合は該当事項に　　　　または記入をお願いします。

有　・ 無

生活保護の適用状況 有 ・ 無 ひとり親家庭 母子 父子

備考 1　当施設は、児童を一時的にお預かりする施設であり、介護・養護等の施設ではありません

           のでご了承ください。

　　　 2　上記の欄に記入の上、必要書類を添付して提出してください。

※裏面、承諾書に必ず署名をお願いします。

― 8 5 0 1

 彦根市　 元町４番2号

彦根市放課後児童クラブ入会申込書

申請日 令和　4　年　10　月　22　　日

住　　　　　　　　所

　郵便番号　　〒 5 2 2

児童クラブへの入会を申し込みます。 ふ　　り　　が　　な ひこね　　たろう
保　護　者　氏　名 彦根　　太郎

希望
クラブ 〇 〇 小学校放課後児童クラブ

保護者生年月日（西暦）

　　 　　　　　３．　　　令和５年度　通年  （令和５年４月１日～令和６年３月３１日）

土曜日
利用

利用する （ 利用月 3 利用しない 　（注）土曜日も保育を必要とする方が対象となります。土曜日のみの利用はできません。

8 月 0 5 日

入会希望期間
（右の該当する番号に
　　　　をしてください。）

春休み期間限定申込
（新1年生は１は選択不可）

　　 　　　　　１．　　　令和４年度　春休み（令和５年３月２５日～令和５年３月３１日）

　 　　　　　　２．　　　令和５年度　春休み（令和５年４月１日～令和５年４月８日）

通年申込

1 9 8 1 年 0

区分 氏　　　　名 性別 学年 生　年　月　日 緊　急　連　絡　先　（TEL）

申込
児童

ふり がな ひこね　じろう
　　男　

　　女

令和
5

年度

1　
年生

西暦

7 月 0彦根　二郎 　　　　　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　0 7 4 9
1 日

祖父

彦根　源太

7 7 7 7
2 0 1 6 年 0

― 7 7 ―

(　連絡先相手　　　祖父・携帯 　　　　　　　　          )

8 月 0

ふり がな ひこね　はなこ 続柄 西暦

年 0 5

　連　絡　先　（TEL）　

彦根　太郎 父 1 9 8 8 ― 5 6 7 80 ― 1 2 3 4日 0 9

　連　絡　先　（TEL）　

彦根　花子 母 1 9 8 8 年 1 1 1 1月 1

主なお迎えの 方の氏名 続柄 お迎え時刻

― 5 5 5 5 ―0 9 00 9 0 日

祖父 午後

彦根　一郎 兄 彦根　花子 母 午後

0 6

0

※同居のご家族すべてご記入ください。
時 0 0 分

6 時 0 0 分

就 労 ・ 就 学 先 電 話 番 号

就労・就学先住所 彦根市〇〇町〇〇－〇 就 労 ・ 就 学 時 間 ８　時　３０　分～　１７　時　３０　分

時 分午後

申
　
込
　
児
　
童
　
の
　
世
　
帯
　
員

ふり がな ひこね　たろう 続柄 西暦

彦根　源太

記入見本

　　　（例）食物アレルギー（卵、そば）があります。

障 害 の 有 無 障害名 手帳の種類・等級

アレルギーなど心配な事柄や保育における特別な配慮があればご記入ください。　　　　　　　　

母

状 況 　　　就労　就学 　　　　疾病　障害（病名　障害名　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　介護　看護（要介護者の続柄　　　　　　　　　）　　　　　その他

就 労 ・ 就 学 先 名 (有)〇〇〇〇 就 労 ・ 就 学 先 電 話 番 号

就労・就学先住所 彦根市〇〇町〇〇－〇 就 労 ・ 就 学 時 間 ８　時　３０　分～　１７　時　３０　分

父

状 況 　　　就労　就学  　　　疾病　障害（病名　障害名　　　　　　　　　　　　　　　）　　　   介護　看護（要介護者の続柄　　　　　　　　　）　　　　　その他

就 労 ・ 就 学 先 名 〇〇株式会社

レ
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※承諾書に必ず署名をお願いします。

　

1 彦根市教育委員会が彦根市放課後児童クラブ入会の可否の決定に当たり、申込児童およびその世帯員の
　　 住民基本台帳、 生活保護受給状況、ひとり親家庭該当の有無その他必要な事項について照会すること。

2 彦根市教育委員会および彦根市放課後児童クラブ指導員が、申込児童の状況について、特別な配慮が
　 必要であるか確認し、適切な指導を行う目的で、保育園・幼稚園・小学校等の関係機関に対し、問合せを
　 行い、または必要な情報を照会し、提供すること。

3 彦根市放課後児童クラブ入会後、児童の状況について、必要に応じ、彦根市教育委員会および彦根市
　　 放課後児童クラブ指導員と面談等を行うこと。

4 家庭で保育が可能となった場合および申請に虚偽があった場合は、異議なく退会すること。
     
5 月初めや利用期間開始日以降に在籍されている場合、利用の有無にかかわらず、月額および期間での
　 負担金が必要であることを了承し、彦根市放課後児童クラブ負担金に未納がある場合は、異議なく退会

     すること。

6 彦根市放課後児童クラブの運営に支障を及ぼすような事態を引き起こした場合は、異議なく退会すること。

上記のことについて承諾します。　

　
　　　申込者（保護者）　　　住所　　　 彦根市元町4-2

氏名 彦根　太郎　

記入見本

承　　　諾　　　書

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和  4　年　 　10　月　　22　日
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※ ここから下の枠内は勤務先で記入してもらってください。（自営の方は自署願います。）

※

６．事業者名が記名されている就労（予定）証明書を無断で作成し、または改変を行ったとき

　には就労先事業者の押印がなくても、有印私文書偽造罪などに問われる場合があり、入

　会を取り消す場合があります。

１．全ての項目に記入してください。

２．一部でも記入漏れがある場合は無効となり入会審査を行えません。

３．事実と相違ある場合には入会を取り消す場合がありますのでご留意ください。

４．同居している60歳未満の祖父母がいる場合も、就労証明書等を提出願います。

５．勤務の場合は勤務先、内職の場合は納付先、自営の場合は事業主が証明してください。 

放課後児童クラブ入会のため本書のとおり提出します。

彦根市教育委員会　様　　

令和4　年　　１０ 月 ２２ 日　　　申込者住所　　彦根市元町４－２

   氏名　　彦根　太郎

担当者名　　　△△　△△

１週間の就労日数・時間 ５　日　　　４０　時間 1カ月の勤務日数 　２２　日

上記のとおり就労していることを証明します。

令和4　年　　　１０　月　　　　１９　日

事業所所在地　　彦根市○○町○○－○

事業所名　　　　○○株式会社

（雇主）　　　　□□　□□□

土 曜 日 勤 務
いずれかに○・
記入ください

①月（　２　）回程度 ②臨時的にある ③ 無

就 労 開 始 、 採 用 年 月 日 　平成　１８　年　　４　月　　　１　日　から

勤務曜日
該当曜日に○
をしてください

月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金 ・ 土 ・ 日 ・ 不 定 期

就 労 時 間 曜日・時間固定 ８時　３０分から　　１７時　３０分まで　　　　　８時間

（どちらかに

交替制勤務 時　　　　分から　　　　　時　　　分まで 　　 　時間ご記入ください）

雇 用 契 約 よ り

お よ び 連 絡 先 連絡先 　電話　　　０７４９　－　　１１　　－　１１１１

　 年　　  月　  日生

就 労 者 氏 名 　彦根　太郎

就 労 形 態
　　1 　パート　　  2　　自営　　  3　　内職　　　 4　　常勤　

　　5　　その他（ 　）

事 業 所 名 ○○株式会社

上 記 の 所 在 地 所在地 　彦根市○○町○○-○

記入見本
就 労 証 明 書

ク
ラ
ブ
名

○○○　小学校
児童氏名

彦根　二郎
生年
月日

平成２8年 ７月  1 日生

放課後児童クラブ

※太枠内は勤務先での記入。

※保護者が記入してください。
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☆彦根市放課後児童クラブ一覧表☆

令和４年９月現在

放課後児童クラブ名 開室場所 定員 電話番号

城東小学校放課後児童クラブ 校舎内教室 80人 ０９０－８１６７－５４８８

城西小学校放課後児童クラブ 校舎内教室 120人 ０９０－８１６７－５５１７

城南小学校放課後児童クラブ クラブ単独室・校舎内教室 180人 ０７４９－２２－１０２７

平田小学校放課後児童クラブ 校舎内教室 80人 ０９０－８１６７－５５８４

城北小学校放課後児童クラブ クラブ単独室 100人 ０７４９－２２－８０７８

佐和山小学校放課後児童クラブ クラブ単独室 180人 ０９０－８１６７－５６２０

旭森小学校放課後児童クラブ クラブ単独室・校舎内教室 150人 ０７４９－２７－３９５４  

城陽小学校放課後児童クラブ 校舎内教室 80人 ０９０－８１６７－５５６９

若葉小学校放課後児童クラブ 校舎内教室 70人 ０８０－１４４３－５８３４

金城小学校放課後児童クラブ クラブ単独室・校舎内教室 160人 ０７４９－２２－１０３７

鳥居本小学校放課後児童クラブ 校舎内教室 40人 ０９０－８１６７－５６３７

河瀬小学校放課後児童クラブ クラブ単独室 220人 ０９０－８１６７－５６０２

亀山小学校放課後児童クラブ 校舎内教室 40人 ０７４９－２８－３９０５

高宮小学校放課後児童クラブ クラブ単独室 160人 ０７４９－２２－２０３３

稲枝東小学校放課後児童クラブ クラブ単独室・校舎内教室 80人 ０７４９－４３－５４２５

稲枝西小学校放課後児童クラブ 校舎内教室 80人 ０９０－３８４８－９７５５

稲枝北小学校放課後児童クラブ 校舎内教室 40人 ０９０－５８８６－３９６０
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。



放課後児童クラブ室　位置図

城東小学校放課後児童クラブ 城西小学校放課後児童クラブ 城南小学校放課後児童クラブ 平田小学校放課後児童クラブ

正面玄関 校舎

正門

道路
クラブ室２階

正面

道路 正面玄関 プール 玄関

クラブ室２階

道路  運動場

入口は、階段を上って２階 消防署

城北小学校放課後児童クラブ 佐和山小学校放課後児童クラブ 旭森小学校放課後児童クラブ 城陽小学校放課後児童クラブ

道路 運動場

　クラブ室２階

クラブ室

運動場 校舎

クラブ室 駐車場
運動場

若葉小学校放課後児童クラブ 金城小学校放課後児童クラブ 鳥居本小学校放課後児童クラブ 河瀬小学校放課後児童クラブ
運動場

校舎
校舎

クラブ室２階
道路

亀山小学校放課後児童クラブ 高宮小学校放課後児童クラブ 稲枝東小学校放課後児童クラブ 稲枝北小学校放課後児童クラブ

クラブ室２階 クラブ室

運動場
クラブ室

クラブ室(２箇所）

校舎

稲枝西小学校放課後児童クラブ

クラブ室
運動場 校舎

クラブ室

プール

運動場

体育館

体育館 クラブ室 体
育
館

クラブ室

クラブ室　２階

クラブ室

武道場

体育館

校
舎

プール
プール

城
北
幼
稚
園

校舎
ク
ラ
ブ
室

クラブ室

体
育
館

体育館 運
動
場

道
　
路

校
舎

入口は、階段を上って２階

プ
ー

ル

クラブ
室

校舎

体
育
館

図工室

体育館

プール

クラブ室２階　

プ
ー

ル

クラブ室

入口は、階段を上って２階

クラブ室２階

※施設や利用の状況等から、一時的に位置が変更になる場合があります。

プール

校
舎

体育館 運
動
場

体育館

校舎

運
動
場

運動場

校舎

クラブ室

運
動
場

クラブ室

クラブ室

正
面
玄
関

運動場

幼稚園

体育館
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